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   開     議 

 

 

○鈴木富美子議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・

地域包括支援センター担当課長から本日の会議

を欠席させてほしい旨の申出があり、安達道代

福祉あんしん課地域包括支援センター担当補佐

が出席しておりますので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○鈴木富美子議長 日程第１、市政一般に関する

質問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 竹田陽一議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位６番、議席番号８番、竹

田陽一議員。 

  （８番竹田陽一議員登壇） 

○８番 竹田陽一議員 おはようございます。共

創長井の竹田陽一です。よろしくお願いします。 

 今年の夏は、記録的な高温と水不足で、農作

物への影響が出ております。雨が喉から手が出

るほど欲しいと悲鳴が上がっているところであ

ります。 

 高温障害のため、水稲は胴割れ米や未熟粒な

どの品質低下や収量減の被害が発生するおそれ

があります。 

 特産物である果実には小玉傾向が見られ、リ

ンゴでは直射日光が当たる部分で日焼けが見ら

れるようです。わせ品種の着色管理は結局葉を

取ると焼けてしまうのでできませんし、ブドウ

は着色不良が見られるようです。 

 野菜では、里芋の葉が変色し、枯れ始めてい

ます。キュウリは変形、ナスは色抜けなどの影

響が出ています。 

 このように今年の農業は、なかなか厳しい状

況にありまして、経営的にも厳しいものがある

というようなことであります。 

 ご案内のとおり、農業は自然の恵みを享受し

て営まれており、自然条件に大きく左右される

ところです。近年の地球温暖化の進行に伴う自

然災害の激甚化や猛暑等の異常気象による農作

物の被害は、これまで経験してきた農家の想定

をはるかに超えるものとなっていて、営農意欲

の低下のほか農作物の価格等にも影響を及ぼし

ております。こうした状況が続けば農業・農村

地域の存立を危うくする懸念があります。 

 新型コロナやウクライナ侵略は、外国に依存

するリスクを明確にいたしました。食料供給は

国民の生命に直結する重大な問題であり、改め

て食料安全保障や自給率向上の重要性が明らか

になりました。 

 一方、肥料や農業資材の高騰、ガソリンの高

騰、農産物の価格低下等は、再生産を阻害する

要因となっております。こうした状況を国は真

摯に受け止め、持続的な営農ができるよう施策

を進めてほしいと思います。農村で農業が継続

して行われることにより、私たちの生活にいろ

いろな恵みをもたらしております。そしてこの

恵みは国民全体に及ぶものですので、国は農
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業・農村をしっかり支えてほしいと思っており

ます。 

 さて、本定例会における一般質問は、一つは

円滑な介護サービスの利用確保について、一つ

は寄附建物等の有効活用について、一つは食育

の推進についての３件であります。 

 それでは、はじめに、円滑な介護サービスの

利用確保について伺います。 

 日本の高齢化は世界でも類を見ないスピード

で進んでおります。急速な高齢化は介護の問題

に深く関わってきます。高齢社会白書によると、

65歳以上の前期高齢者の認定状況は、要支援が

1.4％、要介護が3.0％と報告されております。

一方、75歳以上の後期高齢者の認定状況は、要

支援が8.9％、要介護が23.4％と急増しており

ます。このように年齢が上がるにつれ、介護が

必要となる人の割合が高くなっております。高

齢者人口は今後も増え続けると考えられ、2025

年には団塊世代が75歳以上になるため、介護を

要する人はますます増えることが予想されます。 

 一方、本市の状況も全国と同様の傾向がうか

がえます。現在本市の高齢化率は36.8％ですが、

令和12年には40％を超えるとの推計があります。

また、高齢者のうち、独り暮らしの高齢者は

1,274世帯、高齢者夫婦世帯は1,167世帯であり、

高齢化は今後も進むことが予測されます。 

 このような状況から、高齢者が高齢者の介護

をする老老介護の問題が指摘されてきています。

本市の高齢者人口は増え続けており、老老介護

の人口は増加傾向にあると思われます。加えて、

平均寿命と健康寿命の差が広がっていることな

どから、介護期間の長期化が推察されます。 

 ご案内のとおり、老老介護では、介護する側

の負担が大きく、大きな問題であります。負担

の大きさから介護疲れを起こしてしまうことが

あるでしょう。介護では、入浴、排せつ、着替

えなどの世話は、体力を要します。そして、負

担の大きさがストレスとなり、精神的な疲れを

抱えてしまうことがあるでしょう。介護生活が

中心となり、外出が困難かつおっくうとなり、

社会との接点が減ることとなり、外に助けを求

められなくなる懸念があります。 

 このように老老介護は、様々な問題を抱えて

おります。介護者の年齢が上がったとしても、

介護サービスを利用することで、老老介護のリ

スクを減らすことができます。必要とする介護

サービスが、適時適切に利用できることが求め

られております。 

 これらを踏まえ、以下質問します。 

 １つ目、本市の要介護認定の今後の動向につ

いて伺います。介護認定者数は、近年1,600人

ほどで推移しています。高齢化がさらに進むこ

とが予想されますが、今後の認定者数の動向に

ついて、長寿介護・地域包括支援センター担当

課長に伺います。 

 ２つ目、介護認定審査事務の効率化について

伺います。高齢者の増加に伴い、介護認定業務

は増大すると見込まれ、認定に要する日数の長

期化が懸念されます。今後とも円滑な認定を行

うため、事務負担の軽減を図る必要があると考

えますが、今後どのように対応していきますか、

長寿介護・地域包括支援センター担当課長に伺

います。 

 ３つ目、認定審査の適時着手について伺いま

す。認定調査が終了していないと、介護サービ

スが受けられないこととなっています。利用に

ついて急を要すると申出があった場合は、その

事情を考え合わせ、速やかに調査を実施してい

ると伺いますが、認定調査の現状について、長

寿介護・地域包括支援センター担当課長に伺い

ます。 

 ４つ目、介護施設入所の待ち時間の短縮につ

いて伺います。介護施設には、多くの場合、入

所条件が設けられております。その一つに原則

要介護度３以上という入所条件があります。と

ころが、特別養護老人ホームは、介護保険を利



 

―７９― 

用すると、費用を抑えられるので、入所を検討

してる方が多く、入所するまで時間がかかると

いう声があります。必要とされる方が速やかに

入所することが望まれますが、現状と今後どの

ように入所環境の改善を図っていきますか、厚

生参事の考えを伺います。 

 ５つ目、暫定利用料金の公費負担について伺

います。認定調査実施前に利用者が亡くなる場

合があります。このような場合は、暫定利用料

金が発生し、全額自己負担となっております。

本市独自の支援も考えられますが、全国的な課

題でもありますので、調査の有無により、負担

に格差が発生することのないよう、保険制度の

拡充等を国に要望してはどうですか、市長の見

解を伺います。 

 次に、寄附建物等の有効活用について伺いま

す。 

 昨年12月、ティーエヌアイ工業株式会社より、

建物と土地一式を寄附いただきました。同社は

デジタルカメラの交換レンズを生産し、長年に

わたり地域経済に多大な貢献をされていました

ので、2021年３月末で長井工場の操業を停止す

るとの突然の発表は、誰もが驚愕いたしました。

工場閉鎖は、市税をはじめとした市の収入源、

雇用問題、地域経済への影響、工場跡地がどう

なるかなど、市民の関心は高いものがありまし

た。当時108名の方が働いておりましたが、そ

れぞれの道をしっかり歩まれていることを願っ

ているところであります。 

 さて、寄附による不動産の取得については、

一般的には道路や河川の整備に必要な不動産を

取得する場合があります。一方、本市では、行

政目的で使用する予定のない建物については、

維持管理コストが増大する可能性等があるため、

寄附を受けないとしております。このたびのテ

ィーエヌアイ工業株式会社からの寄附に当たっ

ては、今後かくのごとく使ってほしいとの要望

があったかどうかは承知しないところですが、

今利活用について検討が進んでいることと思い

ます。一方、地域住民等からは、産業振興や物

づくりの人材育成、高齢者の屋内運動場などの

利用への期待がされております。いずれにして

も、ティーエヌアイ工業株式会社から寄附を受

けた建物等は、速やかにかつ有効に使用する必

要があります。 

 これらを踏まえ、以下質問いたします。 

 １つ目、当該建物等の利用方針について伺い

ます。利用価値の高い当該建物等については、

各方面から利用の要望や期待が届いていると思

いますが、今後の利用方針について、市長の見

解をお伺いします。 

 ２つ目、当該建物等の維持管理費等について

伺います。建物等の管理には、一定の管理費用

が必要となりますが、今後の管理費用の見込み

及び寄附を受けた不動産の概要について、商工

振興課長に伺います。 

 次に、食育の推進について伺います。 

 人生100年時代と言われております。かつて

ない長寿社会を迎え、一生を通して健康に、豊

かに暮らすためには、生活習慣や食との向き合

い方がポイントとなると思われます。 

 平均寿命が延びていることから、いかに健康

で自立した生活を送ることができるのか、いわ

ゆる健康寿命を延ばすことが課題となっており

ます。そしてその健康を支える柱の一つとして、

食事が大事と言われております。一方、食への

問題点が多数取り上げられております。食生活

の乱れや病気の要因、そして罹患者の増加など

様々です。現在、朝食を食べてない人が多く、

20代、30代の男性では、４人に１人との調査が

あります。その理由としては、独り暮らしや社

会人となったばかりで忙しい、食べる時間があ

ったら寝ていたいという理由が多くなっている

ようです。 

 そして、子供の偏食、朝食を食べないなどの

食習慣の乱れが、肥満や生活習慣病など、生涯
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にわたる健康への影響が懸念されております。 

 このようなことから、子供たちが望ましい食

習慣を身につけ、生涯にわたって健やかに生き

ていくためには学校において食育を推進してい

くことが大切と考えます。食を通じて生産者や

地域等を理解するとともに、食文化の継承、そ

して自然の恵みや勤労の大切さを理解すること

も重要であります。 

 これらを踏まえ、以下質問します。 

 １つ目、栄養教諭による食育指導の充実につ

いて伺います。朝食を食べないと、熱中症への

危険性が高まると言われております。学校にお

ける食の指導の中心は、栄養教諭でありますが、

栄養教諭が配置されていない学校では、望まし

い食習慣を身につけるため、学校全体で取り組

む必要がありますが、どのように食の指導を行

っていますか、学校教育課長に伺います。 

 ２つ目、農業体験活動の充実について伺いま

す。今、子供たちの世界は、ゲームなどの仮想

体験にあふれております。実際に自然に触れる

体験が少なくなっているように感じます。子供

たちにとって、作物を育てる、料理して食べる

体験は、食べ物に対する関心を高めるとともに、

子供たちの成長につながるものと考えます。農

業体験活動の一層の充実が必要と考えますが、

農業体験活動の現状と今後の方針について、学

校教育課長に伺います。 

 ３つ目、学校給食への郷土料理の提供につい

て伺います。置賜地域には、歴史や文化、食生

活として引き継がれている郷土料理があります。

郷土料理は、食文化や地域産物への理解を深め

る効果が期待できます。学校給食に、積極的に

伝統料理の献立を取り入れてはどうでしょうか、

給食共同調理場長に伺います。 

 ４つ目、学校給食への地元食材の使用状況等

について伺います。現在、地元食材を使ったま

るごと長井給食が実施されております。学校給

食で使用している地元農産物は、地元で生産が

可能で、一定の量が確保できるものが中心とな

っています。学校給食への地元食材の使用状況

と使用に係る課題について、給食共同調理場長

に伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。 

○鈴木富美子議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 竹田陽一議員のご質問にお答えいたします。 

 竹田議員からは大きく３項目にわたり11点ほ

どご質問、ご提言いただいておりますが、私の

ほうからは２点についてお答えを申し上げたい

と思います。 

 まず最初に、円滑な介護サービスの利用確保

についてということで、私からは（５）の暫定

利用料金の公費負担についてお答えを申し上げ

ます。 

 竹田議員からありましたように、現行の介護

保険制度上は利用者が認定調査前に亡くなられ

た場合は、利用料ですね、これは全額自己負担

となっております。ご指摘のとおりでございま

す。 

 長井市では、そのような負担を防ぐため、後

ほど担当課長から詳しく説明申し上げますが、

早急に認定調査を行い、介護保険適用となるよ

うに対応をしているところでございます。 

 過去５年間に遡りちょっと調べてみましたと

ころ、介護認定申請をされて認定調査前にお亡

くなりになられた方は６名いらっしゃいまして、

うち５名の方は入院のため介護サービスは利用

されておらず、申請前から自費でサービスを利

用されていた方が１名ということでございまし

た。 

 竹田議員のおっしゃるとおり、暫定利用料金

の公費負担については、これは全国的な課題で

あると考えております。国への要望については、

山形県あるいは県内の特に私ども山形県市長会

の中で情報交換を行いながら検討して、利用者
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の立場に立った介護保険制度の運用を国に、ま

た県を通して国のほうにお願いしてまいらなき

ゃいけないと考えてるところでございます。 

 続きまして、２点目でございますが、寄附建

物等の有効活用についてということで、竹田議

員からはティーエヌアイ工業株式会社から寄附

があった建物等の有効活用について問うという

ことで、私からは（１）の当該建物等の利用方

針についてお答えを申し上げます。 

 まずはじめに、寄附を受けることに至った経

緯をお話しさせていただきますと、ティーエヌ

アイ工業株式会社は、2021年３月、これは竹田

議員からも詳しくご紹介ございましたけれども、

突然工場閉鎖をされたと。その後、社屋を民間

企業への譲渡を計画していたということでござ

いましたけれども、新型コロナウイルス等々の

不安定な社会情勢もあり譲渡を断念されまして、

放置しておくだけでは、長年お世話になった地

域へのお礼も兼ねて、置くだけではなくて、長

井市で活用していただけるのであれば寄附させ

ていただきたいという趣旨で、昨年の秋に当時

のティーエヌアイ工業株式会社、現在は親会社

である株式会社栃木ニコン様より土地、建物の

ご寄附についてのお話をいただいたところでご

ざいました。 

 長井市といたしましては、近年、災害や大雪、

留学生の減少の課題を抱えておられた山形工科

短大が以前より移転の検討をされておりまして、

適地を探していらしたということがまず１点で

すね。私どもは以前から工科短大側からご紹介

いただきたいというような要望を受けておりま

した。 

 また、もともと伊佐沢小学校や児童館があっ

た場所でございまして、地区民が集まりやすい

場所であり、例えば広い工場を活用し、地域住

民の冬季の軽運動の場や地域の産業振興に利用

できるのではないかという検討もさせていただ

いたところでございます。 

 それとは別に老人クラブ連合会様のほうから、

長井市の場合は高齢者に限らず若い人たちも冬

期間とか雨の日に運動できる屋内の施設がない

と。隣の飯豊町あるいは白鷹町、南陽市の場合

は、民間の施設が伊佐沢に隣接したところにあ

るので、そういったものをぜひ長井市のほうで

も用意してほしいという要望が、これは10年以

上前からいただいておりまして、私個人として

は、伊佐沢地区はもちろんでございますが、や

はりもし仮にティーエヌアイ工業の社屋、工場

ですね、全て使わせていただくとしたら結構い

ろんな団体、あるいは日中はそういった高齢者

の団体等で、あと土日や夜間は若者や中学生と

か高校生使えるんじゃないかと思っておりまし

た。 

 そんな状況の中で、山形工科短大とも相談い

たしまして、工科短大が伊佐沢からほかの地区

に行くということは、地区としても運動会やら、

あるいは様々な地区の行事などにも協力あるい

は参加いただいていたので、私としては、まず

工科短大のほう、どのぐらいの面積、施設が必

要なのかということなども勘案して、かなり広

い工場ですので、多分その地元の皆様のそうい

った屋内の運動場的なところもある程度かなえ

ることができるのではないかなということで、

昨年の、同年ですから、これいただいたのが

2022年、去年だったと思いますが、去年の12月

に正式に寄附をお受けすることとしたところで

ございます。 

 山形工科短大は、これまでも伊佐沢地域のご

協力の下、地域での活動も行ってまいりました

ので、今後地域の皆様とのより深い関係も期待

してるところでございます。地域の皆様からの

要望も踏まえまして、様々な可能性を模索しな

がらよりよい活用方法を見定めていかなければ

ならないと考えているところでございます。 

○鈴木富美子議長 梅津義徳厚生参事。 

○梅津義徳厚生参事 おはようございます。 
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 私のほうからは、１番の（４）介護施設入所

の待ち時間の短縮についてお答えさせていただ

きます。 

 特別養護老人ホームは、常時介護を必要とし、

在宅での生活が困難な高齢者に対して生活全般

の介護を提供する施設となっております。 

 入所条件として、１つ目に、65歳以上で要介

護３以上の方、または40歳から64歳で特定疾病

が認められた要介護３以上の方、または特例に

より入所が認められた要介護１または要介護２

の方があります。特例の内容としては、深刻な

虐待が疑われる方などがあります。 

 入所の順番は、申込順ではなく、山形県特別

養護老人ホーム入所指針に基づき、緊急性や同

居家族の状況など入所の必要性をスコア化、点

数化し、行政ではなく申込みを受けた施設で入

所判定会議を行い、その順番を決定しておりま

す。 

 申込みから入所までにかかる期間は、その順

番により三、四カ月から１年半程度と、その方

の状況により違いが出ているようであります。 

 長井市の入所申込者の直近の数は、令和４年

４月１日現在で要介護３以上の申込者か53名、

特例の申込みを含めると62名となっています。

議員からのご指摘のとおり、入所まで時間を要

することもあるため、特別養護老人ホームに入

所を希望される方には入所条件と入所までの流

れを丁寧にご説明し、待機期間の介護サービス

につきましてはショートステイや小規模多機能

事業所などの利用によりご本人やご家族の負担

をなるべく減らすよう担当のケアマネジャーと

連携を取り、在宅生活を送っていただけるよう

な支援をこれまでも行ってまいりましたが、今

後もなお丁寧に行ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

○鈴木富美子議長 安達道代福祉あんしん課地域

包括支援センター担当補佐。 

○安達道代福祉あんしん課地域包括支援センター

担当補佐 私のほうには、１、円滑な介護サー

ビスの利用確保について３点ご質問いただいて

おりますので、順次お答え申し上げます。 

 はじめに、（１）本市の要介護認定の今後の

動向についてですが、ただいま竹田議員からあ

りましたとおり、本市の要介護・要支援認定者

数は1,600人前後で推移しており、令和５年３

月末日の認定者数は1,583人です。 

 国立社会保障・人口問題研究所の平成30年度

の推計では、長井市の高齢者人口全体は令和２

年頃から減少していきます。また、介護認定を

受ける割合が高い75歳以上の後期高齢者人口は、

令和５年の5,349人から令和12年は5,560人と、

緩やかに増加し、以降は次第に減少していきま

す。 

 長井市の第８期介護保険事業計画における要

介護・要支援認定者数は、令和５年度が1,623

人、令和７年度が1,633人、令和22年度が1,696

人と、微増していくという推計になっておりま

す。現在、令和６年度から令和８年度まで第９

期介護保険事業計画の策定に着手をしており、

今後の高齢者数や認定者数の動向を改めて推計

し、介護保険事業の運営や高齢者施策の推進の

参考にしてまいりたいと考えております。 

 次の（２）の要介護認定審査事務の効率化に

つきましては、現在の要介護認定事務の流れを

ご説明いたしますと、申請受付の後に介護認定

調査員が訪問調査を行い、調査票と特記事項に

ついて介護認定システムのほうに入力をいたし

ます。同時に、主治医に主治医意見書を作成し

ていただきまして、その部分についてもシステ

ムに入力し、介護認定審査会の資料を作成いた

します。このとき調査票と特記事項及び主治医

意見書の内容に矛盾や誤りがないか整合性チェ

ックを職員が目視で行い、修正を行っておりま

す。審査会１回の審査件数は、30件から40件と

なっております。整合性チェックは、職員２人

体制で対応し、１件につき５分から７分くらい
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かかるため、１回の審査会ごとに職員１名当た

り３から５時間程度確認時間を要しております。 

 長井市では今年度から長井市要介護認定事務

支援業務として整合性チェックにＡＩ技術を採

用し、事務負担の軽減を図ってまいります。そ

れにより職員が行うチェック量は現在の20％と

推定され、職員１人当たりの確認時間を減少す

ることができると見込まれています。 

 長井市要介護認定事務支援業務の進捗状況及

び今後のスケジュールですが、当該事業のシス

テム導入について、７月にＮＴＴデータ東北と

契約をし、８月23日には先進地である郡山市へ

の視察を行いました。９月末までにシステム環

境構築とテスト運用を進め、10月からの本格的

な稼働を目指してまいります。ＡＩ技術を活用

して介護認定審査会の資料を作成することで業

務の質の標準化と職員の事務負担軽減、円滑な

介護認定による住民サービスの向上を図ってま

いります。 

 次の（３）認定調査の適時着手につきまして

は、介護認定調査は74項目の基本調査と特記事

項で構成されており、介護認定調査員が利用者

の元を訪問して実施しております。当課には介

護認定調査員が３名おり、それぞれ介護福祉士

や社会福祉士の資格を持つ専門職が調査を行い、

利用者に寄り添うきめ細やかな対応をしており

ます。末期がんなどで迅速な対応が必要とされ

るなど介護サービス利用に急を要する場合は、

申請を受理した後、当日のうちに認定調査と一

次判定を実施し、暫定サービス利用ができるよ

うに対応しております。 

○鈴木富美子議長 菊地千賀商工振興課長。 

○菊地千賀商工振興課長 おはようございます。 

 私のほうからは、２番の（２）当該建物の維

持管理費等についてご質問いただきましたので、

お答えいたします。 

 ご寄附いただきました土地、建物の概要でご

ざいますが、旧ティーエヌアイ工業株式会社跡

地の土地につきましては１万1,202平米でござ

います。建物につきましては、事務所が１棟、

工場が２棟に附属建物として物置が３つ、休憩

所が２つ、機械室が１つございまして、事務所

につきましては鉄骨造りの２階建てで、１階が

539平米、２階が159平米となっております。工

場につきましては、２棟のうちの１棟目が真ん

中にある建物で、鉄骨造り２階建て、１階が

850平米、２階が640平米となっております。２

棟目は、東奥の建物で、鉄骨造り平家建てにな

りまして、こちらのほうにつきましては850平

米となっております。 

 維持費につきましては、これまで工場として

使用してきておりますので、今後は学校の用途

に変更しなければなりません。したがいまして、

電気や水道などの契約も変更となりますので、

現時点では維持費について明確にお示しできか

ねるところでございます。 

 ただし、空き工場になってからの費用につき

まして、維持管理業務を請け負っていた業者か

ら聞き取りをしたところ、敷地内の除雪経費と

して約100万円、屋根の雪下ろしで約20万円、

除草などの経費として約10万円、その他に施設

の点検業務として20万円ほどかかっていたとい

うことをお聞きしております。 

 施設の維持費につきましては、施設のほとん

どを山形工科短大のほうへお貸しするというこ

とから、管理費用につきましては使用者である

学校側でご負担いただくものと考えております。 

 なお、こちらにつきましては今後、詳細等を

詰めていく予定でございます。 

○鈴木富美子議長 横澤聡一学校教育課長。 

○横澤聡一学校教育課長 おはようございます。 

 私のほうからは、３番の食育の推進について、

（１）栄養教諭による食育指導の充実について

お答えいたします。 

 食育については、国の第４次食育推進基本計

画におきまして、学校においては、体育科、家
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庭科及び特別活動はもとより、それ以外の各教

科においてそれぞれの特質に応じて学習指導要

領や基本計画に基づいて学校教育活動全体を通

じて主体的に行動できる子供を育成するための

食育を組織的・計画的に推進することと示され

ています。 

 また、第２次長井市食育推進計画においても

子供たちへの食への理解や関心を深め、感謝の

心を育むという重点の下、各学校や調理場で

様々な食育活動に取り組んでおります。 

 さらには栄養教諭については、食に関する指

導と学校給食の管理を担う役割を持ち、言わば

学校の食育全体をコーディネートする職員とし

て位置づけられております。 

 栄養教諭等の配置につきましては、国の配置

基準により本市の令和５年度児童生徒数1,714

名に対しては２名となっており、現在栄養教諭

１名、学校栄養士１名の配置となっております。 

 長井市学校教育運営協議会では、食育の推進

に関する令和５年の重点施策として、１つ目、

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食

習慣を身につけられるよう学校と栄養教諭、学

校栄養士が連携し、継続的に指導すること、２

つ目としては、保護者等に対する栄養講話や試

食会等の機会を捉え、食の重要性や食育の啓発

に努めること、３つ目としては、広く食育を推

進するために調理場だより「虹のかけはし」を

発行していくこととなっております。 

 一方、小・中学校では、食育計画や給食指導

計画を作成して、教育活動全体を通じて組織

的・計画的に推進しています。具体的には、毎

年心を育む学校給食週間を実施しております。

その内容は、栄養教諭による講話や食事のマナ

ーの呼びかけ、調理場や生産者へのお礼状作成

等を行い、食は命を育む基本であることを意識

づけるとともに、食に関わる人や食材に対する

感謝の心、他人を思いやる心等、豊かな心を育

むことを狙いとして行っております。 

 さらには、ＰＴＡと連携して弁当の日、おに

ぎりの日、自炊チャレンジデーなどを実施して

おります。家庭、地域と共に連携し、食育を進

めているところでございます。 

 続きまして、（２）の農業体験活動の充実に

つきましてお答えいたします。 

 小学校では、生活科、理科、総合学習等で地

域の先生やＪＡ青年部の協力を得ながら畑作や

稲作に取り組んでいます。 

 また、中学校では、技術家庭科の生物育成の

技術として栽培実習も行っているところでござ

います。 

 草取りや水やり等自分たちでできることは自

分たちで世話をし、授業での狙い等に沿って活

用したり、食育につなげたりしています。場所

によっては地域の先生方から小動物から保護す

るための電線を設置していただいたり、子供た

ちでは行うことができない手入れなどをしてい

ただいたりしているのが現状でございます。 

 このように農業体験は、地域の先生による支

援が欠かせない活動です。今後ともスクール・

コミュニティの推進によって学校や子供と関わ

ってもらうことで地域の方々も元気になったり、

誇りに思ってもらったりする地域づくりをする

ことによって農業体験活動がさらに充実してい

けるようにしていきたいと考えております。 

○鈴木富美子議長 髙世 潤給食共同調理場長。 

○髙世 潤給食共同調理場長 おはようございま

す。 

 私からは、学校給食への郷土料理の提供につ

いて、地元食材の使用状況等についての２点に

ついてお答えいたします。 

 はじめに、学校給食を提供する際、栄養教諭

や各学校の給食主任などによる献立づくりの会

議が毎月開催され、そこで献立（メニュー）が

決定となります。献立づくりは、児童生徒に必

要な１日のビタミンや脂質など栄養摂取量を考

慮しながら、その時期に収穫される地元食材な
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どの季節を感じられるメニュー、かつ安心して

おいしく食べることができる献立づくりを行っ

ています。 

 郷土料理を提供する場合も同様であります。

献立づくりから始まり、必要な食材等の調達と

なりますが、これまでに夏にはだし、秋には芋

煮、冬には鯉の旨煮など地産地消の日給食や特

別給食として郷土料理を提供しております。 

 あわせて、毎月の献立をお知らせしている調

理場だより長井の給食「虹のかけはし」におい

て、郷土料理の情報のほかに長井市の食文化や

歴史などの豆知識を盛り込んで保護者を含めた

児童生徒の食育の推進を図っています。この調

理場だよりは、ホームページ上でも広く公開し

ておりますので、どなたでも閲覧することがで

きます。 

 今後も生産者や事業者等の関係する皆さんを

含めて様々な方々からご協力をいただきながら、

郷土料理の提供に継続して取り組んでまいりま

す。 

 続いて、学校給食への地元食材の使用状況に

ついてお答えいたします。 

 令和４年度の実績となりますが、学校給食の

提供回数は各学校において授業日数が異なるた

め一律ではございませんが、小学校で201回、

中学校196回程度学校給食を提供しています。

そのうち地産地消の日給食として月１回、年間

12回、地産地消の日の給食のうちまるごと長井

給食として年１回実施しています。 

 続いて地元食材の使用状況でございますが、

米飯の場合、レインボープラン認証はえぬき１

等米を中心にほぼ100％長井市産を使用してお

ります。 

 野菜や肉などの農産物の場合は、地元産を含

め県内産が50.7％、レインボープラン認証を含

め地元産が34.4％、レインボープラン認証食材

が27.8％という状況でございます。 

 このことから地域において生産者や事業所等

が限定される牛乳や肉類、キノコ類は県内産、

魚介類などは県外産等を使用してる状況であり

ます。 

 現状における課題等につきましては、実績の

説明でも触れておりますが、食材によって生産

者や事業所等が限定されることと、特に生鮮野

菜は使用する食材の収穫時期や生産量にも左右

されるため食材を調達する難しさが課題と考え

ております。 

 なお、これからも地元食材を取り入れた献立

の工夫を進め、栄養バランスの取れた安心・安

全でおいしい給食の提供を努めてまいりますの

で、ご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

○鈴木富美子議長 ８番、竹田陽一議員。 

○８番 竹田陽一議員 いろいろと丁寧に答弁い

ただきました。 

 先ほどティーエヌアイ工業の建物の利用につ

いて、地元からもいろいろ要望があるので、い

ろいろな利用の可能性を考えながら検討を進め

ていきたいというような話がありましたので、

ぜひ、あそこの場所は伊佐沢地区でも中心部で

もありますので、人が多く出入りするような、

少しにぎやかさも取り戻せるような、そんな利

用を期待してるところですので、よろしくお願

いします。 

 それから食育の関係です。食は、この食とい

う字を見ると……。 

○鈴木富美子議長 竹田議員に申し上げます。マ

イクに近づいてお話しください。 

○８番 竹田陽一議員 すみません。食の推進の

関係なんですが、食という字を見ると、上に人

があって、下に良、よしあしの良ですね、人を

よくするということがあるようですので、食と

いうのは非常に大切だと思ってます。 

 今年は熱中症にかかってる方もかなり見られ

るわけですが、どうしても朝飯を抜くと１日の

生活に大きな影響があるというようなことで、
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非常にこの辺は改善する必要があると思ってま

す。長井市内で朝食を抜いてる生徒さんがどの

くらいいるかはちょっと分かりませんが、昨今

核家族が増えて、朝飯なども割と簡単に済ませ

る家庭が多くなってると聞きます。そういう

方々がやはり生活上共稼ぎでないとなかなか難

しいというところがありますので、どうしても

そういう嫌いがあるのかなとは思いますので、

せめて学校給食においてその部分も少し補える

ような形が欲しいと思っていました。 

 特に郷土料理などについては、地元の食材を

利用していくというようなことが大切かなと思

います。やっぱり地元の食材というのは、直接

地元の農家の方が関わってきます。そういう農

家の方が生産する思いなども酌んでいただける

と思ってます。農家の方がそういう食材を提供

した給食の際に講師となってお話をしていただ

くことも大切なのかなと、栄養教諭さんと共に

そういう活動も期待をしたいと思ってるところ

であります。 

 郷土料理というと私の年代だと冬のくきたち

干しとか、そういうものも結構懐かしい味にな

るのかなと。小・中学生、子供の頃はあまりそ

ういうものは好まないわけですが、ただ、大人

になるとそういうものは思い出されると。特に

都会などに行くと、ふるさとの味というような

ことで思い出されることが多いのかなと思いま

す。 

 なので、そういうふうな郷土料理、先ほどだ

しとか、鯉の旨煮とか話があったんですが、そ

のほかにいろいろあると思ってます。今のシー

ズンですとナスのじんだんあえなどが大変おい

しいと私は思ってます。結構そういう学校給食

出すにはちょっと難しい部分もあるのかなとは

思いますが、そういうものも出していただきた

いなと考えてまして、あまり高価な食材を使わ

なくてもできるはずですので、多くの給食を作

るので、技術的なところがあるかもしれません

が、そういうふうな工夫もしてほしいなと思っ

てます。給食共同調理場長にその辺についてお

伺いしたいと思います。 

○鈴木富美子議長 髙世 潤給食共同調理場長。 

○髙世 潤給食共同調理場長 いろいろご提案い

ただきまして、ありがとうございます。 

 今現在の栄養教諭なり、あと学校給食の主任

の先生方と先ほど申し上げましたとおり献立づ

くりをしているところでございますが、やはり

郷土料理も作り方がそれぞれ家庭で異なる場合

もありますので、その辺地域の方々からご指導

いただきながら給食のほうに反映できるように

今後取り組んでまいりたいと考えております。 

○鈴木富美子議長 ８番、竹田陽一議員。 

○８番 竹田陽一議員 ありがとうございます。 

 私は結構郷土料理にこだわりがございまして、

もう少ししゃべらせていただきたい。新ジャガ

の季節だとイルカ汁などもあったですね。恐ら

くここにおられる方は、ほとんどお食べになっ

たことがあるのかなと思います。昔は鯨汁もあ

ったわけですが、鯨がなかなか手に入らないの

でイルカ汁ということで、新ジャガの季節には

大変楽しみにしておったわけです。そういう季

節季節の食材を利用したものというのは、やっ

ぱり心に残ると思います。 

 そして12月になると冬至になれば小豆カボチ

ャということで、ビタミンを多く取る食材とい

うことで小豆カボチャなどもよく食べられて、

私も今食べていますが、そういう季節ごとに、

旬のものですね、旬のものを食べることが健康

にもいいし、心にも優しいし、そういうことで

利用を促進していただきたいということに思い

ます。 

 それから最初に質問いたしました介護関係で

すが、なかなか高齢者が多くなってる中で、今

は自宅での介護というのが求められるところが

あるわけですが、自宅でいても安心して暮らせ

るような介護サービスがこれからも必要と思っ
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てます。 

 地域包括システムが今よく機能されているわ

けですが、今後もそのシステムをより充実した

ものにしていただきたいなと思ってます。その

サービスがよりいいもので、より質の高いもの

であればあるほど市民の方は安心して暮らせる

わけですので、今後もそのような介護サービス

を提供してほしいと思ってますので、よろしく

お願いします。 

 そのことを申し上げて、私の質問は終わりと

いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 鈴木悟司議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、順位７番、議席番号５

番、鈴木悟司議員。 

  （５番鈴木悟司議員登壇） 

○５番 鈴木悟司議員 清和長井の鈴木悟司です。

一括質問、一括答弁方式で質問させていただき

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 質問に入る前に、令和５年４月の市議会選挙

に立候補させていただき２期目の当選をさせて

いただきました。私自身急な立候補でありまし

たが、地域の皆様のご理解やご推薦いただきま

した皆様には大変感謝する次第でございます。

４年間、長井市政、長井市民のために精いっぱ

い頑張ってまいりますので、よろしくご指導賜

りますようお願いを申し上げます。 

 今回の選挙では私、４月になってからの出馬

表明でございました。長井市政初の市議会選挙

無投票を避けるべく立候補ということでござい

ましたが、結果は無投票になってしまいました。

この結果に関しましては、これから市民の皆様

や議員各位と議論していかなければならない課

題だと思っております。 

 私は２期目ではございますが、12年ぶりにこ

の場に立たせていただきました。市庁舎や議場

も新しくなり、長井市の取組についても勉強し

直さなければならないと感じております。６月

定例会においては一般質問を通告するまでには

至りませんでした。今回の９月定例会で一般質

問ということでさせていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 １番の令和５年度経営所得安定対策というこ

とで質問事項を入れてるんですけども、最初コ

メ新市場開拓等促進事業についてということで

上げさせていただきましたけれども、ちょっと

質問の内容と中身が少しずれておったので、水

田活用の直接支払交付金の中でということで質

問させていただきたいと思っております。 

 支援作物については、新市場開拓用米、あと

加工用米、米粉用米、あと飼料用米等がござい

ます。その中で、ちょっと飼料用米ということ

でお伺いさせていただきたいと思っております。 

 令和５年度は農業者が多収品種を確保するこ

とが困難であることを踏まえ、従来と同様のも

のになるようですが、令和６年度以降は一般品

種については多収品種の種子の確保が可能とな

ることから、引き続き支援対象にするものの、

多収品種による作付転換を促進するということ

で、令和６年度から、６年産から８年産にかけ

て支援水準を段階的に引き下げることになるよ

うです。一般品種は標準単価が毎年下げられて

しまうわけですが、多収品種を確保できれば従

来どおりの単価が支払われることになるのでし

ょうかということで農林課長にお伺いします。

そして、農家へ渡された文書の中には多収品種

の確保が今後可能と書かれておりましたが、国

内の稲作農家が同じ方向を向きますと、種子の

確保というのは非常に難しくなります。種子確

保のこれからの情報がございましたら、農林課

長のほうにお伺い申し上げます。 

 ２番目の畑地化促進事業の推移状況でござい


